
規程第５３号 

独立行政法人国立文化財機構法人文書管理規程 
 

                      平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 
                    国立文化財機構規程第５３号  

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成１３年

法律第１４０号。以下「法」という。）第２３条第２項により、独立行政法人国立文化財

機構（以下「機構」という。）における法人文書の適切な管理について、必要な事項を定

めるものとする。 
 
(適用除外) 
第 2 条 法律及びこれに基づく命令の規定により、法人文書の分類、作成、保存、廃棄そ

の他の法人文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあって

は、当該事項については、当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによる。 
 
 （定義） 
第３条 この規程において「法人文書」とは、機構の役員又は職員 (以下この条において「職

員等」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい

う。)であって、機構の職員等が組織的に用いるものとして、機構が保有しているものを

いう。 
 ただし、次に掲げるものを除く 
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発

行されるもの 
(2)  独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第１条第１項第５号の規

定により総務大臣が指定した機構の施設（以下「指定施設」という。）において、歴史

的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの 
２ この規程において「法人文書ファイル」とは、能率的な事務又は事業の処理及び法人

文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法

人文書（保存期間が１年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当で

あるものに限る。）の集合物をいう。 
 
 （管理体制) 
第４条 機構に総括文書管理者を置き、総務担当理事（若しくは事務局長）をもって充て

る。 
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２ 担当する部課等に文書管理者及び文書管理担当者を置く。 
３ 総括文書管理者の業務は、次のとおりとする。 
 （１） 法人文書の管理に関する規程等の整備 
 （２） 機構が保有する文書の別表１に定める「独立行政法人国立文化財機構文書分類

基準表（以下「分類基準表」という。）及び別表２に定める「独立行政法人国立文

化財機構文書ファイル管理簿」（以下「ファイル管理簿」という。）の整備 
 （３） 法人文書の管理に関する事務を指導監督し、研修等の実施 
 （４） 分類基準表を毎年１回見直し、必要と認められる場合の改定 
 
４ 文書管理者は、担当する部課等の長をもって充てる。 
５ 文書管理者の業務は、次のとおりとする。 
 （１） 担当する部課等のファイル管理簿の作成及び総括文書管理者への提出 
 （２） 担当する部課等の文書の保存期間の延長、移管又は破棄の各措置の実施 
 （３） 担当する部課等の文書の管理の徹底に努めるものとする。 
６ 文書管理担当者は、文書管理者が指名する者をもって充てる。 
７ 文書管理担当者は、文書管理者を補佐するものとする。 
  
（分類） 
第５条 文書管理者は、法人文書の体系的な整理、迅速な検索及び適切な保存に活用する

ため、別紙様式第１号により法人文書をその事務及び事業の性質、内容等に応じて系統

的に分類した分類基準表を作成し、総括文書管理者に提出しなければならない。 
２ 文書管理者は前項において作成した分類基準表に基づき、保有する法人文書を整理す

るものとする。 
 
（文書作成） 
第６条 機構の意志決定にあたっては、原則として文書（図画及び電磁的記録を含む。以

下同じ。）を作成して行うものとする。ただし、意志決定と同時に文書を作成することが

困難である場合は、事後に文書を作成するものとし、処理にかかる事案が軽微な場合は

文書を作成しないことができる。 
  
（保存） 
第７条  法人文書は、その他の文書と明確に区分し、事務室又は書庫の戸棚等その管理が

適切に行い得る専用の場所で保存するものとする。 
２ 法人文書は、保存期間が満了する日まで必要に応じ、記録媒体の変換を行うなどによ

り、適正かつ確実に利用できる方式で保存するものとする。 
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 （保存期間） 
第８条 法人文書を作成し、又は取得したときは。別表３に定める「独立行政法人国立文

化財機構文書保存基準」によるものとする。 
２ 保存期間の取扱については、次のとおりとする。 
 （１） 保存期間の満了する日の設定にあたっては、法人文書ファイルを単位とする。 
 （２） 保存期間の起算日については、原則として文書の完結又は取得した翌年度の４

月１日とする。ただし、法人文書の管理の効率性、事務又は事業の性質、内容等

により、作成又は取得した日以降の日を起算日とすることができる。 
３ 次に掲げる法人文書については、第１項の保存期間の満了する日が経過した後におい

ても、当該区分に応じて保存期間を延長するものとする。この場合において、次の一の

区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のい

ずれか遅い日までの間保存するものとする。 
 （１） 現に監査、検査等の対象となっているものについては、当該監査、検査等が終

了するまでの間 
 （２） 現に係属している訴訟における手続き上の行為をするために必要とされるもの

については、当該訴訟が終結するまでの間 
 （３） 現に係属している不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して１

年間 
 （４） 開示請求があったものについては、法第９条各項の決定の日の翌日から起算し

て１年間 
４ 保存期間が満了した法人文書について、文書管理者が職務の遂行上必要があると認め

るときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長するものとする。この場合において、

当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも同様とする。 
 
（移管又は廃棄） 
第９条 保存期間（前条第４項の規定により延長された場合にあっては、延長後の保存期

間）が満了した法人文書（保存期間が１年未満のものを除く。）は、国立公文書館法（平

成１１年法律第７９号）第１５条第２項の規定により内閣総理大臣に移管することとす

るもの及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令（平成１２年政令第４１

号）第２条第１項に規定する機関へ移管するもの並びに独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律施行令（平成１４年政令第１９９号）第１条第１項に規定する機関

へ移管するものを除き、廃棄することができる。 
２ 第１項の規定により、法人文書を廃棄するときは、廃棄する法人文書の名称を文書管

理者に報告しなければならない。 
３ 保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別な理由が生じた法人文書は、廃

棄することができる。 
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４ 前項の規定により法人文書を廃棄するときは、廃棄する法人文書の名称、廃棄しなけ

ればならない特別の理由及び廃棄する年月日を記載した記録を作成し、文書管理者を経

て理事長に提出し、その許可を得なければならない。 
５ 法人文書を廃棄するにあたっては、廃棄する法人文書の内容に応じた方法で行うもの

とし、当該法人文書に法第５条各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当

該不開示情報が漏えいしないようにしなければならない。 
 
（ファイル管理簿） 
第１０条 文書管理者は、法人文書の適切な管理を行うこと及び法による開示請求をしよ

うとする者の利便を図るため、別紙様式第２号によりファイル管理簿を作成し、総括文

書管理者に提出するものとする。 
２ ファイル管理簿には、１年以上の保存期間を設定した法人ファイルを搭載するものと

する。 
３ ファイル管理簿の記載事項について、記載すべき事項が法第５条各号に規定する不開

示情報に該当するおそれがある場合その他合理的な理由がある場合には、記載を簡略化

することができる。 
４ ファイル管理簿は、随時又は年１回以上定期的に更新を行うものとする。 
５ ファイル管理簿は、情報公開室において一般の閲覧に供するものとする。 
６ 前項の情報公開室は、別に定める。 
 
 （雑則） 
第１１条 この規定に定めるもののほか、法人文書の管理について必要な事項は、各博物

館、各研究所の長が別に定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
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別表１ 

独立行政法人国立文化財機構法人文書分類基準表 

大分類 中分類 小分類 標準法人文書ファイル名 保存期間 備  考 

      

      

      

      

 

      

      

      

      

 

（注） 

１ 分類の基準は、「大分類」、「中分類」及び「小分類」の３段階とする。 

２ 「大分類」は、法人本部、各研究所、各博物館のいずれかを記載する。 

３ 「中分類」は、担当部課名を記載する。ただし、博物館にあっては当分の間，空欄とする。 

４ 「小分類」は、別添に定める小分類一覧の中から原則記載するものとする。 

５ 「標準法人文書ファイル」は、法人文書ファイルを類型化したものをいう。 

例）「○○年度△△△ファイル」という文書ファイルの場合，「△△△ファイル」が標準文書

ファイルとなる。 

６  「保存期間」は、別表３「独立行政法人国立文化財機構法人文書保存期間基準」の法人文書

の区分欄に応じた保存期間とする。 
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別表２ 

独立行政法人国立文化財機構法人文書ファイル管理簿 

文書分類 

大分類 中分類 小分類 

法人文書 

ファイル名 

作成者 作成

（取得）

時期

保存

期間

保存期間

満了時期

媒体

の 

種別

保存

場所

管理担当課 

・係等 

保存期間満了 

時の措置結果 

備考

             

             

             

 

             

             

 

（注） 

１ 「文書分類」は、独立行政法人国立文化財機構法人文書分類基準表による。 

２ 「法人文書ファイル名」は、能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的

を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書（保存期間が１年以上

のもので、当該保存期間を同じくすることが適当なもの）の集合物であり、保存・廃棄につ

いて同じ取扱いをすることが適当であるものとされる法人文書ファイルの名称とする。 

３ 「作成者」は、現行の所掌係を記載する。 

４ 「作成（取得）時期」は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書のうち、作成（取得）

された時期が最も新しいものの作成（取得）時期とする。 

５ 「保存期間」は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書のうち、保存期間が満了する日

の最も遅いものの時期までの期間とする。 

６ 「保存期間満了時期」は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書のうち、保存期間の満

了する日が最も遅いものの時期とする。 

７ 「媒体の種別」は、「文書」「図画」「電磁的記録（情報）」を記載する。 

８ 「保存場所」は、事務室、書庫、データ保管庫等の別を記載する。 

９ 「管理担当課・係等」は、当該法人文書ファイルを管理している課（室）・係等を記載する。 

１０ 「保存期間満了時の措置結果」は、保存期間が満了した時点で、「廃棄」、「保存期間の延長」、

「国立公文書館への移管」等と記載する。なお、「保存期間の延長」の場合は、新たに同一法

人文書ファイル名の管理簿情報を追加する。 

１１ 「備考」は、適宜参考となる事項を記載するものとする。例えば、法人文書ファイルの統

合・分割、媒体変換の予定時期及び管理を進めて行く上で参考となる事項を記入する。 
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別紙３ 
独立行政法人国立文化財機構文書保存期間基準 

 法人文書区分 保存期間

Ⅰ （１）法人登記に関するもの 

（２）国からの権利・義務に関すること 

（３）人事記録・附属属書類（常勤） 

（４）その他永久保存が必要であるとみとめられるもの 

永久 

Ⅱ （１）法令等に基づく文部科学省または他官公庁への協議，承認等の申請及び

報告のうち，特に重要なもの 

（２）規程，規則及び細則の制定又は改廃に関するもの 

（３）伺い，通知等のうち特に重要なもの 

（４）重要な行事及び儀式に関するもの 

（５）理事会，運営委員会，外部評価委員会及び評議員会に関するもの 

（６）公印の制定，改正及び廃止に関するもの 

（７）機構、博物館及び各研究所の沿革に関するもの 

（８）組織の設置改廃に関するもの 

（９）職員の定数に関するもの 

（１０）職員の任免，分限，懲戒，災害補償及び退職手当に関するもの 

（１１）共済組合長期給付に関するもの 

（１２）財産に関するもののうち寄附，購入，所管替え，交換等重要なもの 

（１３）国からの出資，譲渡，貸付等重要なもの 

（１４）財務諸表に関するもの 

（１５）契約等のうち重要なもの 

（１６）不服申立，訴訟事件に関するもの 

（１７）許可，認可，承認，免許，登記，登録等のうち重要なもの 

（１８）文書の廃棄等に関するもの 

（１９）法令等に３０年保存を規定してあるもの 

（２０）その他３０年保存が必要であると認められるもの 

３０年 

Ⅲ （１）伺い，通知等のうち重要なもの 

（２）会議，委員会等の記録のうち重要なもの 

（３）交付金，学術奨励金等に関するもののうち重要なもの 

（４）職員の給付に関するもの 

（５）業務監査並びに会計検査，会計監査及び帳簿金庫検査等に関するもの 

（６）予算及び決算等に関するもののうち重要なもの（Ⅱに属するものを除く。） 

（７）契約に関するもの（Ⅱに属するものを除く。） 

（８）財産の用途変更，引継，新築及び改築等に関するもの 

（９）各種統計調査の報告に関するもののうち重要なもの 

（１０）法令等に６年以上３０年未満の保存を規定してあるもの 

（１１）その他１０年保存が必要であると認められるもの 

１０年 
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Ⅳ （１）文書処理に関するもの 

（２）会議，委員会等の記録に関するもの（Ⅱ及びⅢに属するものを除く。） 

（３）行事及び儀式に関するもの（Ⅱ及びⅢに属するものを除く。） 

（４）陳情書，意見書等に関するもののうち重要なもの 

（５）外国出張に関するもの 

（６）職員の研修に関するもの 

（７）職員の保健衛生及び安全保持に関するもの 

（８）職員の兼職及び兼業に関するもの 

（９）各種事業計画（経費伺いを含む。）に関するもののうち重要なもの 

（１０）財産に関するもの（Ⅱ及びⅢに属するものを除く。） 

（１１）契約に関するもの（Ⅱ及びⅢに属するものを除く。） 

（１２）予算及び決算等に関するもの（Ⅱ及びⅢに属するもの並びに軽易なも

のを除く。） 

（１３）補助金，負担金，交付金，委託金等に関するもの 

（１４）許可，認可，承認のうち軽易なもの 

（１５）法令等に３年以上６年未満の保存を規定してあるもの 

（１６）その他５年保存が必要であると認められるもの 

５年 

Ⅴ （１）予算及び決算等に関するもののうち軽易なもの 

（２）各種事業計画（経費伺を含む。）に関するもの（Ⅳに属するものを除く。） 

（３）契約等に関するもののうち軽易なもの 

（４）法令等に２年以上３年未満の保存を規定してあるもの 

（５）その他３年保存が必要であると認められるもの 

３年 

Ⅵ （１）照会，回答，通知，依頼，報告及び届出等のうち軽易なもの 

（２）諸証明等に関するもの 

（３）研修及び講師派遣に関するもの 

（４）その他１年保存が必要であると認められるもの 

１年 

Ⅶ （１）随時発生し，短期に廃棄するもの 

（２）１年以上の保存を要しないもの 

（３）その他ⅠからⅥまでに属しない軽易なもの 

事務処理

上必要な

１年未満

の期間 

 


